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僣員『唇菫11言
合
彙玉智子の

「所得税法第 56条 の廃上を求める意見書」の提出についての陳情 `

(要旨)

所得税法第 56条 を廃止すること。

(理由)

地域経済の担い手である中小業者の営業は、家族全体の労働によつて支えられていま

す。しかし、その中小業者を支える私たち家族従業者が、どんなに長時間働いても給料

は税法上必要経費として認めていません。

所得税法第 56条 「事業主の配偶者 とその親族が事業に従事 したときの対価の支払い

は必要経費に算入 しない」(条文趣旨)に より、事業主の所得からの控除額として、配

偶者は 86万 円、その他親族は 50万 円のわずかな額が認められているのみです。最低

賃金にも達していません。このことによつて、社会保障や行政手続きなど面で弊害が生

じています。

青色申告にすれば給料を経費にできますが、税務署長への事前届と記帳義務の条件つ

きで、申告の仕方で納税者を差別するものです。世界の主要国では家族従業者の人格 ・

人権、労働を正当に評価 し、その働き分を必要経費として認めています。

この 「所得税法 56条 」は、「家族における個人の尊厳と男女の平等」に反する差別的

税制であることは明らかです。いま改善するための仕組みをつくることが急務 と言われ

ています。一人一人の 「働き分」を正当に評価することは人権を守ることです。

つきましては、貴議会において、上記の事項を内容とする 「意見書」を国会と関係機

関に提出してくださるよう陳情いたします。
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